


















































































































































































































































































































V. 復旧工事編

【市街地における事業事例（西岡本地区）】

地区名

所在地

事業費

事業主体

1)被災状況

西岡本地区

神戸市東灘区西岡本

1,451,850千円
兵庫県

6. 砂防の復旧

地すべり規模は、幅約16Om、長さ約15 Om、厚さ12m、移動土塊量約25万而であ

る。

また、地すべりの先端部の崖沿いに走る道路が、幅25m、高さ25~30mにわたり崩

壊した。

次期降雨又は余震による地すべり発生の恐れがあったため、付近の住民（最大時41

9世帯、 1,359名）に対して神戸市より避難勧告が出された。また、人家密集地での災

害であったため、甚大な二次災害が予想された。このため、自動観測システム及び警

告灯を設置し警戒にあたった。

2)復旧工法

a.応急復旧

震災後、当面の斜面の安定を図るため、特に地すべり末端部の急崖の崩壊防止とニ

次災害発生の危険性除去を目的として、応急対策エ（落石防止柵、土留め杭エ、水抜

きボーリングエ、排水路整備、崩壊地のモルタル吹付）を平成7年 5月までに完了し

た。

b.工法選定理由

当地区のような人家密集地では、確実に抑止効果が期待できる抑止工を中心として

計画した。また、抑制エとしての水抜きエの水位低下を考慮し、不足の安全率を抑止

工にて補う考えをとった。

抑止工の選定にあたっては、法面保護が必要な箇所についてはアンカーエを、不要

な箇所については鋼管杭工を選択した。

C. 工事の概要

・集水井エ

・集水ボーリングエ

・アンカーエ

・抑止杭工

2基

1, 700m 

3,236m 

l,800m2 

352本

55本
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V. 復 1日工事編 6. 砂防の復18

亘

写真—V . 6. 23 モニターTVによる地すべり
地の監視

写真ーV.6. 25 警告灯の設置状況

写真—V .6. 27 事業着手前の状況

写真—V.6. 24 仮設防護柵の設置状況

`
’
鼠

~

i丑
E9 

・~ → 

写真—V.6. 26 抑止杭の建込み状況

写真—V . 6. 28 平成8年10月末の現場状況
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V. 復旧工事編

(9)災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業（特例措置）の事例

【半重力式擁壁工による復旧事例（山芦屋町地区）】

地区名

所在地

延長

事業費

事業主体

1)被災状況

山芦屋町地区

芦屋市山芦屋町22
L=28.0m H= 7.0m 
35,400千円
兵庫県

6.砂防の復旧

当地区は、二級河川芦屋川の右岸側、六甲山地前面に形成された扇状地の上に位置

する。被災した擁壁は、野面石とくずれ石が混じり合った多段擁壁であった。被災状

況としては、積み石の種類が変化した箇所や、擁壁の前法勾配が変化した箇所で、亀

裂の発生、積み石の抜け落ち、崩落が発生した。また、この地区における人家被害は、

全壊2戸、半壊 l戸、一部損壊2戸であった。

2)復旧工法

a.工法選定理由

当該擁壁は、大規模な亀裂の発生により、背後の土圧を受ける機能を完全に失って

いたこと、擁壁上部の家屋が撤去され掘削が可能であったことから、半重力式擁壁工

を採用した。

b.工事の概要

・半重力式擁壁工 L=28.0m 
H= 7.0m 

写真— V. 6. 29 事業着手前の状況 写真ーV.6. 30 復旧工事の完成
（石積み擁壁の被災）
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V. 復旧工事編 6. 砂防の復18

【網状鉄筋挿入工法を用いた復旧事例（住吉山手7丁目地区）】

地区名

所在地

延長

事業費

事業主体

1)被災状況

住吉山手7丁目地区
神戸市東潰区住吉山手7丁目
L=61.8m H= 4.5m 
55,198千円
兵庫県

当地区は、 二級河川住吉川の扇状地上に位置する。当該擁壁は、地腹動により擁壁

の中央付近で損傷 し、 大きくはらみ出した。擁壁上部の家屋は、全壊2戸、一部損壊

2戸の被害を受けた。

2)復旧工法

a.工法選定理由

擁壁上部の家屋を撤去した箇所は重力式擁壁エ、家屋の被災が比較的小さく、その

まま居住を続ける箇所は、家屋に対する影響が比較的少ない、網状鉄筋挿入工法＋張

りコンクリートエを採用した。重力式擁壁工を採用した箇所の内、基礎地盤の地耐力

が低いと推定された箇所について、支持杭を施工した。

b.工事の概要

・重力式擁壁工 L=38.5m 
H=4.0~4.8m 

・鋼管杭 径500mm
L=7.0~7.5m 

・網状鉄筋挿入工法＋張りコンクリートエ

L=23.3m 
H=3.8~4.4m 

写真ーV.6. 31 事業着手前の状況
（石積擁壁のはらみ出し）
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写真—V.6. 32 復旧工事の完成



V. 復旧工事編

7.港湾・海岸の復旧

(1)被害の特徴

①係留施設

7. 港湾•海岸の復旧

ケーソン式、ブロック式などの重力式の岸壁や物揚場では、全延長にわたって堤体

に滑動、前傾、沈下が生じ、大きいところでは、 2m程度前面へせり出し、沈下も最

大2m程度の箇所がある。あわせて、背後エプロンも陥没・沈下を起こし、至るとこ

ろで亀裂・目地開きが生じた。

②防波堤

法線の乱れや段差は比較的少ないものの、尼崎西宮芦屋港では最大で lm程度ずれ

たところがあり、堤体が傾斜している箇所もある。一方、激しい地震動による堤体の

沈下は大きく、最大で 2m以上沈下している施設もある。

また、水中部の被覆捨石に沈下や散乱が生じた。

③護岸

係留施設と同じような被災状況であり、堤体が前面にせり出し、背後の水叩が陥没、

沈下し、目地開き等が生じた。

④道路、橋梁等

道路は、沈下による路面・路体の亀裂が至るところで発生した。橋梁では、支承・

伸縮継手・橋脚などに破損が生じた。

⑤海岸保全施設

杭式・自立式矢板の構造物は、本体の被災は比較的少ないものの、上部エの目地開

き・前傾等が見受けられた。中にはたわみによる前傾が許容値を越えて破損している

ところもあった。水叩部は前面的な沈下をおこしていた。

重力式構造物は、上部エの前傾・沈下が目立ち、特にコーナ一部では堤体の破損が

生じた。上部エの目地開きも多く見られ、大きい箇所では50cm以上のところもあった。

基礎マウンドの崩壊等は少なく、被災前の形状で沈下していた。水叩部は、本体工よ

り沈下が激しく、破損箇所も多かった。

尼崎間門では、第一間門に大きな被害が起き、機械・電気関係にも破損が生じた。

その他陸間にも地盤沈下による開閉不能等の被害があった。

(2)港湾・海岸施設の復旧方針

①係留施設

被災の程度や利用形態等周囲の状況を考慮し、現位置での据え直し、あるいは前面

での現場打ちコンクリートによる補強、前面での新設（重力式・矢板式等）を施工性

・経済性から決定した。
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V. 復旧工事編 7. 港湾•海岸の復旧

②防波堤

沈下による天端高不足及び復旧に伴う堤体の重量不足を補うための工法選定にあた

っては、上部コンクリートの打ち足し及び水中コンクリート、あるいは捨石等による

堤体の重量増加工法を経済性・施工性から決定した。また、波圧を低減する必要があ

るときは消波工を設置した。

なお、潮位・波浪等の設計条件は、現時点で適用しているものを使用することとし

た。

③護岸

基本的には、係留施設または海岸保全施設の護岸と同様に考えた。

④道路・橋梁等

道路については、クラック等被災の状況に応じ、表層・路盤等の打ち換えを行うこ

ととした。なお、縦断線形を考慮し、必要なところは路体からの嵩上げを行う。

橋梁については、現行の「道路橋示方書・耐震設計編」 （平成2年日本道路協会）

および「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」 （建設省）に基づ

き、復旧することとした。

⑤海岸保全施設

復旧にあたっては、波浪条件の見直しを行い、必要天端高の設定を行うほか、捨石

基礎の増設・堤体幅の増強等、施設の耐震性の向上を考慮のうえ経済性、施工性を検

討し、復旧断面を決定した。

(3)港湾施設の復旧仕様・エ法

①耐震性の向上

港湾施設は、 「港湾の施設の技術上の基準」により、設計震度を原則として次のよ

うに定め、設計に反映させている。

設計震度＝地域別震度x地盤種別係数x重要度係数

（地域別震度は0.15（近畿）、地盤種別係数は地盤種別に応じて0.8,,.._,1.2、重要度

係数は構造物の重要度に応じて0.5,,.._,1.5)

ただし、道路橋は「道路橋示方書・耐震設計編」により耐震性を検討している。

既設係留施設の多くは、設計震度0.15により設計されており、今回の震災により滑

動・傾斜を生じているほか、基礎の支持力不足による沈下等の被害を受けた。

また、一部の施設は、砂質部分の液状化によると思われる被害を受けた。以上の被

害の状況から今回の復旧にあたっては、地震時の緊急輸送体制を確保する必要性等を

検討し、設計震度を上げるため以下のとおりの重要度係数を採用することとした。

1)防波堤

断面決定にあたっては、設計震度より波圧の方が主要因を占めるため、重要度係数

は現行どおり 1.0とした。
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V. 復旧工事編 7. 港湾•海岸の復旧

2)係留施設

海上輸送ルートの確保の観点並びに被災状況を鑑み、重要度係数現行1.0を1.2とし、

災害時、特に重要と考えられる施設については1.5とし、耐震岸壁として復旧すること

とした。ただし、被災の程度が軽微で原形復旧が可能で災害時に経済活動・緊急輸送

に与える影響が少ないと思われる施設については、現行どおり 1.0とした。

3)海岸保全施設

矢板式等の鋼構造の施設は、現行基準を満たしていない古い施設以外は被害が軽微

であり、重力式の施設に滑動・沈下・目地開きの被害がみられた。しかし、従来より

重要度係数を尼崎西宮芦屋港では1.2、その他の海岸では1.0としていたため、壊滅的

な被害はまぬがれたため、安全率の範囲で対応し、重要度係数は現行どおりとした。

②復旧工法

施設の重要度及び施設並びに背後地の利用状況を考慮のうえ下記を基本として工法

・復旧断面を決定する。

被災程度が軽微で復旧が容易である

①YES I ②NO 

原形を基本として 施設別重要度を再検討の結果
復旧を行う 設計震度を見直す必要がある

(A)YES l(B)NO 

設計震度を見直し 経済性・施工性を考慮し
断面決定する 復旧断面を決定する

① ：被災程度が軽微で容易な工法により震災前と同等の機能を復旧できるもの。
施設別重要度に係わらず、設計震度の見直しを行わず復旧を行う。

②：被災断面のままでの復旧では構造上問題のある施設で、復旧断面検討にあ

たり安定計算を要するもの。

(A) :各港湾の特質を考慮し、施設ごとの重要度係数を以下のとおりとする。

・ -7.5m以深の大型岸壁 1.2 
・小型係留施設のうち耐震性を向上させて整備するもの 1. 2 

(B) :復旧断面の検討にあたっては、重要度係数の見直しを行わず、経済性・

施工性を考慮し決定する。

図ーV.7. 1 港湾施設復旧断面決定にあたっての設計条件の考え方
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V. 復旧工事編 7. 港湾・海岸の復18

1)防波堤

沈下による天端高不足並びに天端高復旧に伴う堤体の重量不足を補うためのエ法選

定にあたっては、上部コンクリートの打ちたし及び水中コンクリートもしくは捨石等

による堤体の重量不足を補うためのエ法（上部エ嵩上げ工法）を、経済性・施工性を

検討のうえ決定する。また波圧を低減する必要がある場合は、消波工を設置する。

なおこの場合、設計条件（潮位・波浪等）は、現時点で設定していくものを使用し、

必要天端高を決定する。

2)係留施設

原形復旧を行う場合（重要度係数1.0または1.2)は、上部エの嵩上げ、前面捨石整

形等又はコンクリートによる腹付け補強もしくは据え直し等、経済性・施工性等を検

討のうえ復旧断面を決定する。改良復旧を行う場合（重要度係数1.5)は、被災状況・

経済性・施工性を考慮のうえ水中コンクリートによる腹付け補強・控え式鋼（管）矢板

構造・桟橋構造等の断面を決定するほか壊滅的被害を回避するため断面の多様性を図

る。なお法線について被災施設の状況からやむを得ず折れ点を設ける場合は、少なく

とも 1バース単位では直線となるよう考慮する。

3)海岸保全施設

復旧にあたっては、波浪条件の見直しを行い、必要天端高の設定を行うほか、捨石

基礎の増設・堤体幅の増強等、施設の耐震性の向上を考慮のうえ経済性・施工性を検

討し、復旧断面を決定する。

③復旧の考え方

. 2次災害を防止するため、高潮対策等防災上必要な海岸保全施設及び防波堤の早期

復旧を行い、台風時期までに防災機能の回復を図る。

・救援物資の搬入、ガレキの搬出、建設資材の搬入等、緊急輸送対策として必要な岸

壁及び臨港道路の早期応急復旧を行う。

・埋立地へのアクセス道路としての橋梁（西宮大橋）については、早急に仮設道路の

建設を行い、生活・産業活動等への支障を最小限におさえる。

•その他の施設については、産業活動・復興事業等に支障をきたさないようエ区分

割等により順次復旧を行い 2年以内に復旧完了する。

・液状化の恐れのある施設については、復旧に併せて可能な限り対策工を施工する。
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V. 復旧工事編 7. 港湾 ・海岸の復18

( 4) 県管理港湾•海岸施設の復旧事例

【鋼矢板護岸の復旧事例（尼崎西宮芦屋港尼崎地区）】

港湾名
被災箇所

延長

災害査定額

事業主体

尼崎西宮芦屋港（尼崎地区）

尼崎市大高洲町

59.9m 
52,242千円
兵庫県

1)被災状況

昭和41年度に完成した控鋼管杭式鋼矢板の護岸である。被災延長は59.9mでタイロ

ッドが一部切断し、鋼矢板がはらみ出し、本体が運河側に移動した。

2)復旧工法

a.工法選定理由

既設構造物の撤去が可能であったので原形復旧とした。

b.工事の概要

既設鋼管矢板及びタイロッドを撤去し、控鋼管及び錮矢板を新設し、復1日した。

：日
▽HHWI PL・1.70
▽ t1Wl PL•1.IQ 
▽ 1WI PL•Qぷ

よ

鍋1
・_;_ゞ・

ド9
.
 

ロイタ
ー

； ： 
9, 

鍋管杭 ゜` ooxt g': 

L = 1 1 0 m : •.. 

図—V.7. 2 災害復旧断面図 写真ーV.7. 1 復旧工事の完成
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V. 復旧工事編

【西宮大橋の復旧事例（尼崎西宮芦屋港西宮地区）】

港湾名

被害箇所

延長等

査定決定額

事業主体

1)被害状況

a.上部エ

尼崎西宮芦屋港（西宮地区）

西宮大橋

590m 
4,374,041千円
兵庫県

7. 港湾・海岸の復旧

P4、P5上の固定支承が完全に破壊し、主桁が円弧を描いて西側に最大約85cm変

位した。また、 P5上において主桁下フランジが下沓に直接載った状態となり下フラ

ンジの変形、ダイヤフラムの座屈が生じた。上部工は橋軸方向にも変位を生じており、

大部分の可動沓が移動余裕量以上の変位となった。

b. 下部エ

P3、P6橋脚は橋軸匝角方向に破壊した。この破壊面は主鉄筋の段落とし位置、

若しくは帯鉄筋間隔が大きく (30 0mm)鉄筋量が少ない箇所である。 P5橋脚は、上

部エが西側に変位した結果、偏載荷重が生じ、西側張出部付根において 8~lOmmのク

ラックが生じた。 （写真ーII.．参照）

2)応急復旧工事の復旧工法

P3、P6の橋脚の破壊が進行し、鉛直方向支持力が期待できなくなる場合、上部

工は降伏応力を超えるため、仮設ベントを設置することとした。仮設ベントの設置に

あたっては、桁下での作業時間をできるだけ短縮するために工場製作を行い、起重機

船によりブロック架設を行った。

3)本復旧工事の復旧工法

a.設計方針

上部エの支持条件を変更して、反力分散免震支承を用いることにより、被災しなか

った橋脚への負担を低減し、全体として耐震性を向上させることとした。

b．工法選定理由

上部エの重量が8,000tであること、架設時に大ブロックエ法を採用していたこと

等により、杭基礎による本ベントを設置し、ジャッキアップを行うこととした。

c.工事の概要

上部工はジャッキアップを行った後、横方向ジャッキによって橋軸修正をおこなっ

た。下部工は鉄鋼矢板により仮締切を行い、 ドライアップの後、復旧仕様に基づいて

築造した。
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写真—V.7. 2 復1日工事中の状況

写真ーV.7. 3 復旧工事の完成
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【岸壁ケーソンの滑動に対する復旧事例（尼崎西宮芦屋港甲子園地区）】

港湾名

被災箇所

延長等

災害査定額

事業主 体

1)被災状況

尼崎西宮芦屋港 （甲子園地区）

甲子園浜岸壁(-5.5m)
750m 
1,681,263千円
兵庫県

過大な慣性力と埋立地盤の軟化により岸壁ケーソンが海側に約80cm滑動した。また、

置換砂層の軟化により約 lmの沈下が生じた。背後地盤は岸壁法線と平行に多数の亀

裂が生じた。

2)復旧工法

a.工法選定理由

設計水平震度の見直し (0.15か ら0.20)に対応するため、ケーソン重品及び堤体幅

を増大する必要が生じた。ケーソンの傾斜が軽微だったため、水中コンクリートによ

る腹付工法を採用した。また、上部工は嵩上げ工法とした。

b.工事の概要

既設ケーソンに水中ケミカルアンカーを施工した後、 H鋼を建て込み、水中型枠を

設置し、コンクリートを打設した。

また、岸壁背後の地盤を締め固めるため、陸上からサンドコンバクションバイルエ

を施工した。

写真ーV.7. 4 岸壁ケーソンの滑動

写真—V.7. 5 復旧工事中の状況
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【直立消波ブロックの被災に対する復旧事例（室津港）】

港湾名

被 害 箇所

延長等

査定決定額

事業主体

1)被災状況

室津港
物揚場(-2.0m)
65.0m 
94,855千円
兵庫県

本施設は昭和50年度に完成した物揚場 (-2.Om)である。 構造形式は方塊を用いた

重力式構造物であり 、設計震度0.10により造られていた。

被災状況としては、上部エ、本体工が最大 4゚ 傾斜及び沈下し （最大40cm)、施設

全体が海へせり出し （最大60cm)、エプロン部が破損した。

2)復旧工法

a.工法選定理由

背後に荷捌施設があり、原形復旧することが困難であるため、直立消波プロックに

よる前出し工法とする。

また、重要係留施設との位置づけで設計震度の見直し (0.10から0.20)を行った。

b.工事の概要

前面に直立消波プロックを設置し、上部エ、エプロン部を打ち直した。

写真ーV.7. 7 上部エ、本体工の被災

写真-v.7. 8 復旧工事中の状況
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V.復旧工事編

【L型ブロックの被災に対する復旧事例（郡家港） 】

港湾名

被害箇所

延長等

沓定金額

事業主体

1)被災状況

郡家港

物揚場(-4.0m)
45.0m 
105,946千円
兵庫県

7. 港湾•海岸の復 1日

本施設は昭和44年度に完成した重力式L型プロックの物揚場 (-4.0m)で、設計震

度0.10により設計されていた。

今回の地震により、本体工が前面に最大37cm傾斜しており、上部エ、エプロン目地

が約60cm開いた。

2)復旧工法

a.工法選定理由

堤体が老朽化しているため、流用が難しいことから、前面に控え式鋼矢板を打設し

て復旧した。

また、設計震度の見直し (0.10から0.15)を行い、断面を決定した。

b.工事の概要

前面に控え鋼矢板を打設し、上部エ、エプロン部を打ち直した。

ヽ・、》

＇ー・ニン‘
・-・・"""'-------一ィ＇

— ●●●負9,E... 匹四 巨←・血牢,..,、-.L.. 
-1" 

1_,_瓜星ー

図—V .7. 7 災害復旧準断面図 写真-V.7.10 復旧工事の完成
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(5)企業庁建設中港湾施設の復旧事例

【護岸ケーソンの移動 ・沈下に対する復旧事例（南芦屋浜地区南護岸） 】

路線名 尼崎西宮芦屋港 （南芦屋浜地区）

被害箇所芦屋市 地先

延長等南護岸 L=975m 
事業主体 兵庫県企業庁

1)被災状況

南設岸は、直立消波型ケーソン式護岸であり、床掘置換により地盤改良を実施して

いる。

当該護岸は、当時上部工を残し概成していたが、 震動によりケーソンが平均2.0m前

面に移動するとともに平均1.4m沈下し、堤頭部を波が洗う状態になった。

2)復旧工法

a.工法選定理由

当地区は、埋立工事中であるため、現位置においてコンクリートにより嵩上げを行

うこととした。

なお、設計震度Kh=0.20により安定計算を行い、復旧断面を照査した。

b.工事の概要

．嵩上コンクリー ト （平均H= 1.4m) 
・裏込工

写真—V . 7. 11 ケーソンの移動
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V. 復 1日工事編 7.港湾・海岸の復旧

【護岸ケーソンの移動・沈下に対する復旧事例（南芦屋浜地区東護岸）】

路線名 尼崎西宮芦屋港（南芦屋浜地区）

被害箇所芦屋市地先
延長等東護岸N L=135m 
事業主体 兵庫県企業庁

1)被災状況

東護岸Wは、水深ー7.5mが確保できるケーソン式護岸であり、床掘置換による地盤

改良を実施している。

当該護岸は、当時上部工を残し概成していたが、震動により、ケーソンが平均2.3m

前面に移動するとともに平均1.4m沈下した。

2)復旧工法

a.工法選定理由

設計震度の算定において、既設護岸は、地域別震度 (0.15) X地盤種別係数 (1.2) 

x重要度係数 (1.2)より設計震度Kh=0.20を採用していたが、今回の震災において

海上アクセスによる緊急物資輸送が大きな役割を果たしたことから、当護岸の耐震強

化を固ることとし、重要度係数として1.5を用い設計震度Kh=0.25により復旧するこ

ととした。設計震度アップに伴い滑動抵抗が不足するため、背面拡幅としてケーソン

背後へ腹付コンクリートの及び嵩上コンクリートの打設により対応することとした。

また、地震時の背後土圧の軽減のため、液状化対策としての地盤改良範囲を砕石

(1 ~200kg)で晋き換えることとした。

b．工事の概要

．腹付コンクリート (W=7.0m)

・裏埋エ（砕石置替 W=  13m, H =9.8m (MLWL以下） ）

写真ーV.7. 12 ケーソンの沈下破損状況
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V. 復旧工事編

(6)神戸港の復旧

①被害の特徴

1)公共施設の被害の特徴

7. 港湾•海岸の復旧

神戸港では、約116kmに及ぶ水際線がことごとく被害を受け、一部は壊滅した。

港湾施設については、コンテナバース21バースを含む大型岸壁23 9バース、及び23

km以上にのほる物揚場のほとんどが、岸壁本体の傾斜や沈下などの被害を受け使用不

能となり、その背後に立地する上屋、野積場、荷役機械も同様に使用不能となった。

東神戸フェリー埠頭などのフェリー埠頭についても、岸壁が滑動、傾斜などの大きな

被害を受け、利用不能となった。

また、港湾幹線道路、新交通システムなどの臨港交通施設も被災し、一部を除き通

行不能となり、被災直後においてはポートアイランド、六甲アイランドの陸路による

アクセスが不能となった。

高潮などの防災施設である海岸保全施設についても、護岸の倒壊、クラック、目地

開き等の被害を受け、ほぼ全施設で防潮機能を失った。

表ーV.7. 1 公共の港湾施設の被災状況

施設の種類 被 災 状 況

係留施設 コンテナ船埠頭 ・岸壁本体の滑動、傾斜
・エプロン舗装の破損、陥没
・クレーン基礎の破損
・地盤の液状化によるヤード舗装の沈下、破損

在来船埠頭 ・岸壁本体の滑動、傾斜、沈下（一部水没）
・エプロン舗装の破損、陥没

フェリー埠頭 ・岸壁本体の滑動、傾斜
・エプロン舗装の破損、陥没
・ヤード舗装の破損、陥没

外郭施設 防 波 堤 •本体の沈下、傾斜

護 岸 •本体の沈下、傾斜
•水叩き部や背後の舗装の破損、陥没

臨港交通 橋梁・高架道路 ・下部エの変位に伴う支承の損傷

施 設 ・橋脚の座屈、鉄筋の露出

平 面 道 路 ．舗装の沈下、破損
・排水工の破損

新交通システム ．桁の落下
・橋脚の破損

畠さば嘉 上 屋 •在来船埠頭における上屋の沈下、傾斜、破損
-•一—_ ＿ 

何サ ／f又几 機 械 ・コンテナバースにおけるクレーン基礎の破損、
移動に伴うガントリークレーン本体の破損
・フェリー埠頭における可動橋の破損

港湾環境 緑 地 ・緑地護岸の滑動、傾斜
整備施設 ．舗装の沈下、陥没
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表ーV.7. 2 公共の海岸保全施設の被災状況

施設の種類 被 災 状 況

堤 防 ・堤防本体の滑動、傾斜、目地開き（隅角部 被害大）
•水叩きの陥没

護 岸 ・護岸本体の滑動、傾斜、沈下（本体が一部倒壊、流失）

防潮堤（胸壁） ・防潮堤本体の傾斜、沈下、クラック、目地開き

鉄

排

水

扉 ・鉄扉本体の傾斜、沈下、クラック、目地開き（本体が一部転倒）

水 機 場 ・建物のクラック
・設備（バッテリー、除塵機等）の一部不良
・排水路の陥没

門 ・支柱コンクリートのクラック、一部欠損

2)民間施設の被災状況

神戸港に立地する港湾関連産業についても公共施設同様大きな被害を受けた。主な

被害としては、護岸の沈下や損壊、及びその背後地の外郭施設や保管施設等の沈下な

どが多く見受けられた。

表—V. 7. 3 民間の港湾施設の被災状況

施設の種類 被 災 状 況

係留施設 ・ドルフィンの傾斜、破損
・桟橋の渡橋の破損、係船柱の破損

外郭施設 ・護岸の沈下、傾斜、水没
•水叩き部や護岸背後の舗装の沈下、破損

荷役施設 ・クレーン類の傾斜、破損
・セメント、穀類、 LPG専用荷役施設の破損

保管施設 ・倉庫の破損、倒壊、タンクやサイロの傾斜、倒壊

②港湾•海岸施設の復旧方針

震災で大きな被害を受けた神戸港の復旧は、復旧後も元の形のままで利用していく

ものと、震災前から新しい港湾整備として計画中のものとで復旧の方法は異なってく

る。また、震災により新たな防災拠点としての港の整備も必要となり、ただ単に現状

に復旧するだけでは留まらない。新たな港湾整備、防災拠点づくりにしても、新たな

港湾計画の策定が必要となる。そのため、港湾法に基づく港湾審議会を震災直後の 1

月30日に開催し新たな港湾計画を同審議会に諮問し、原案を妥当とする答申を受けた。

また、運輸省においても神戸港の復興のため、手続きは非常に迅速に対応され、 2月

17日には港湾計画が正式に認められ、これにより神戸港の復旧、復興の手法、又復旧

のスケジュールが明確にされてきた。

また港湾計画の早期策定により、六甲アイランド南、摩耶埠頭の再開発、新港突堤

東地区、兵庫突堤の再開発が認められた。これらの計画は、新たな人工島の埋立と既

設埠頭間の埋立を必要とするものであり、埋立免許についても 3月末から 4月にかけ
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て迅速に取得することができた。この埋立免許取得によって早期の埋立が可能となり、

この震災により大量に発生した瓦礫等について臨港部に 4ヵ所の積み出し基地を設置

し、当該地区に埋立処分することが可能となった。

また、ハード面での復旧、復輿のみならず神戸港の利用というソフト面についても、

震災後9日目の 1月25日には行政、業者、港湾労働者で組織する「神戸港復興対策連

絡会議」を設置し、復異までの間及び復輿後、いかに国際貿易港としての神戸港の利

用を確保するかについて検討が重ねられた。その結果、本格復興までの間、労使によ

って365日・ 24時間荷役が確認された。

これらのハード面、ソフト面の復興をふまえたかたちで、神戸港の新たな国際貿易

港への飛躍を図る神戸港の復興計画の策定のため、 2月12日には「神戸港復輿計画委

員会」も発足した。

表—V. 7. 4 神戸港の復興計画に関する動き

月 日 内 匹合

1月25日 神戸港復興対策連絡会議を設置

1月30日 神戸港港湾審議会を開催（港湾計画の改訂）

2月12日 神戸港復興計画委員会を設置

2月17日 神戸港港湾計画の改訂を承認（中央港湾審議会）

2月20日 公有水面埋立免許の出願・埋立承認の申請（摩耶、六甲南）

3月31日 公有水面埋立免許取得・埋立承認（摩耶、六甲南）

4月11日 神戸港労使、 365日・ 24時間荷役を確認

4月19日 公有水面埋立免許の出願・埋立承認の申請（新港束・兵庫）

4月28日 神戸港復興計画委員会報告書まとまる。

③復旧・仕様工法

1)岸壁復旧断面の設計における基本的な考え方

神戸港は、阪神地区はもとより我が国の経済・社会にとって極めて重要な港湾であ

り、借受者の各船社をはじめ各企業からも 1日も早い復旧の要望を受けている。

公社埠頭等、大半の岸壁の被災前の構造形式は、軟弱な粘性土質を床掘し置換砂に

より地盤改良を行い、その上部に捨石マウンドを構築してケーソンを設置する重力式

ケーソン岸壁である。

震災後、潜水士によるケーソン本体の外観調査結果から、岸壁が大変位を起こした

にもかかわらず、外観上は部材の破損、損傷などの被害が見受けられないことから、

既設ケーソンの有効利用方法を検討し、再利用を図ることが経済的にもエ期的にも有

利であると考えられた。

復旧工法の選定にあたっては、早期に復旧が行えることを前提として、施工性・安

定性・経済性を検討するとともに、バースの位置的条件を考慮しつつ以下のエ法を選

定した。
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2)コンテナ船埠頭の岸壁復旧工法

a.新設ケーソンによる前出し工法（デタッチド・ケーソンエ法）

このエ法は、施工性 ・安定性 ・エ期的に優れており、前面水域への影響を考應する

必要がないポー トアイランド C-1~5バース、六甲アイラン ドC-1~5バースに採用

することにした。

復旧工法の概要は、被災したケーソンを据直すことなく 、その前面に新たにケーソ

ンを設置し、旧ケーソンとは渡橋を架けて連結するもので、新設ケーソン下部の軟弱

な海底地盤をサンドコンパクションパイル (S.C.P)による地盤改良を行い、新設

ケーソン用の基礎捨石の投入を行う。新設ケーソン底面には磨耗増大マットを設置し、

滑動に対する安全性の増加を図っている。また、新設ケーソンと既設ケーソンとの間

に間詰石を充填し、既設ケーソンに対する滑動及び転倒に対する安全性の増大を図っ

ている。

新設ケーソンの背面には、締固めエ (S.C.P)及び水砕スラグを設置し土圧の軽

減を図るとともに、液状化にも対応することで堤体の安定を図っている。

乙

図ーV.7. 10 前出し工法標準断面図
（六甲アイランドRC-5)

b.既設ケーソンの据直し工法

写真—V.7. 13 ケーソン据付状況

このエ法は、突堤タイプに配置されている前面の操船水域 （スリップ幅）を確保す

る必要のあるポートアイランド C-7 ~9バース、 C-11、12バースに採用すること

にした。

このエ法は、既設ケーソンの有効利用を図り、傾斜 ・沈下したケーソンを原位置に

据直し復旧するものである。
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④港湾 •海岸施設の復旧

1)係留施設の復旧

7 . 港湾•海岸の復 18

震災直後の神戸港は、使用可能バースが239バースのうちわずか9バースのみであ

った。神戸港の貿易港としての機能はもちろんのこと、震災の救援のため寄港する救

援物資の輸送船、自衛艦の係留、陸上交通のマヒによる海上アクセスの確保などのた

めにも、一刻も早いバースの緊急復旧が必要であった。

こういった要請と前述の各会議で検討されてきた復旧、復興の手法の確立によって、

港湾機能回復のための復旧整備が急ピッチで行われることになった。

まず救援物資及び人員輸送などの緊急対応のため、又危険箇所の補修のための復1B

として緊急復旧を行い、同時に被害の程度が軽いところを中心に各種物流機能の回復

のための応急復旧に努めた。この結果、震災後わずか10日間で30バースが使用可能と

なり、震災後2箇月では貨物用93バース、旅客用（フェリー等含む）も14バースが使

用可能の状況となった。

また、被害の大きかったコンテナパースについても、その所有がほとんど神戸港埠

頭公社であり、その復1日費用の財源確保が極めて困難な状況であったが、国により岸

壁等に国庫補助や起債措置の特別法（阪神 ・淡路大震災に対処するための特別の財政

援助及び助成に関する法律）が3月 1日に公布されるなどの措置が設けられ、公共コ

ンテナバースとともに公社コンテナバースについても迅速な復旧工事が可能となった。

その結果、コンテナパース21バースの内、 3月20日には摩耶埠頭で 1バースの暫定供

用を開始し、 4月30日にはさらに 6バース、 5月19日に 1バースと、養災後概ね4箇

月で合計8バースが供用し、また震災前55基あったコンテナクレーンも25基が稼働し、

コンテナバースの供用開始に伴いコンテナクレーンによる荷役が可能となった。

今後の本格供用の手法としては、暫定供用バースを使用しながら隣接するパースの

本格復1日を行い、完成後暫定供用バースの使用をシフトし、暫定バースの本格復旧を

図っていくこととなった。この手法により、平成7年度内には概ね3分の 1を本格供

用し、残りについても早期に本格復旧を行うこととなった。

写真—V .7. 14 供用を開始したコンテナ
ターミナル
（ポートアイランドPC-4)
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写真—V. 7. 15 本格的コンテナ荷役再開
（六甲アイランド）



V. 復旧工事編 7. 港湾•海岸の復旧

2)臨港交通施設の復旧

ハーバーハイウェイ及び摩耶大橋は、被害が大きいもののポートアイランドや六甲

アイランドと市街地を結ぶ連絡橋であり、また同時に港の物流機能として極めて重要

な交通施設であるため、早期の暫定供用を行った。神戸大橋、六甲大橋は、震災後新

交通システムの不通により唯一の陸上アクセスとなったため、緊急復旧を行い一部を

利用して供用を行っていた（神戸大橋、六甲大橋とも、当初は上路 ・下路2車線ずつ

の暫定供用）。また神戸大橋については、本格復1日工事のため桟橋構造の仮道路を 8

月 1日より設置し、本格復1日工事を実施した。

本格復旧は、六甲アイランドから摩耶埠頭間が平成7年10月末、六甲アイランドか

ら新港までの全線については、平成8年8月末となった。

写真ーV.7. 16 神戸大橋に設置した仮道路 写真ーV.7. 17 暫定復旧し供用を再開した
フェリーパース
（六甲アイランドRF-1)

3)防波堤、海岸保全施設

防波堤、海岸保全施設は、高潮 ・波浪から市民の財産生命を守る重要な防災施設で

あり、特に早期の復旧を図っていく必要がある。第一線防波堤は、平成7年度内に全

ての復旧を完了し、海岸保全施設は平成7年の台風時期までに、最優先で復旧を行っ

た。

4)仮設桟橋埠頭の整備

神戸港の港湾施設の復旧は、主要な外貿機能であるコンテナ埠頭の復旧を最優先と

して進めるが、震災前の機能が全て回復するまでには概ね2年を要する。

この間のコンテナ貨物取扱能力を補完するとために、水深13~14m、延長l,OOOm、

コンテナクレーン 5基設置の仮設桟橋埠頭を緊急に整備するものである。

また、港湾背後のアクセス道路が全ての機能を回復するまでの間、できるだけ海上

フィーダー輸送を行い、コンテナ輸送による内陸道路への負荷を軽減する必要がある。

そのために、フィ ーダーバースとしての機能も備えたものとなっている。
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V. 復旧工事編 7. 港湾・海岸の復旧

5)民間施設の復旧

震災により神戸港の民間施設も大きな被害を受けた。神戸港が機能を回復するため

には、公共施設の復旧だけではなく民間施設の一日も早い復旧が不可欠である。そこ

で、民間の港湾施設等の復旧に対して、出来るかぎりの支援制度を国に対して要望し、

又神戸市の支援制度も検討されてきた。

これらの活動に対し、岸壁・クレーン等の港湾施設の復旧に対して日本開発銀行の

低利融資制度が適用されることとなり、そのうち海岸保全施設についてはさらに低利

な融資が受けられることとなった。

また、神戸港が機能マヒしたため、港湾運送事業者及び海上コンテナ輸送事業者に

ついては、震災復興にあたって、金融機関から特定の融資を受けた場合に、その利払

いは日本開発銀行の低利融資とともに（財）阪神・淡路大震災復興基金の利子補給の対

象とされた。

⑤港勢の復旧状況

神戸港のハード面の復旧、復興と同時に、その利用という面でも一日も早い回復が

重要である。特に震災直後は使用可能バースも限られ、他港へのシフトで対応されて

きたが、このことは物流コストの増大を生むなど、市内外の経済に大きな影響を与え

てきた。また、神戸経済に対する神戸港の重要性、またこのことに伴う港湾関連産業

に従事する労働者の雇用問題など、神戸港の国際貿易港としての機能を確保するとと

もに、利用の回復を図らなければならない。神戸港においては、ハード面の復旧と並

行して、官民一体となって港勢の回復に努め、 6月には外貿コンテナ船の入港隻数も

7割まで回復し、現在では震災前から神戸港を利用している主要15船社全てが神戸港

に復帰し、定期航路についても震災前の70％にあたる140航路が再開している。また

新規航路も上海、ブラジルなど12航路が開設されている。

表＿V.7. 5 入港船舶対前年同月比較

1月 2月 3月 4月 5月 6月 1~6月

総 数
隻数 82.5 68.0 77.2 79.7 83.1 84.6 79.4 

トン数 55.9 28.4 32.9 39.0 53.9 57.8 44.8 

フルコンテナ船
隻数 54.1 7.4 19.5 25.7 55.9 65.2 38.3 

トン数 48.6 3.3 7.7 12.5 48.8 59.3 30.3 

外航船 セミコンテナ船
隻数 55.1 33.3 42.7 52.0 61.4 61.5 51.6 

トン数 54.0 33.6 39.4 51.1 65.2 61. 9 51.5 

外航船計
隻数 48.8 22.6 36.4 44.5 63.3 65.9 47.4 

トン数 47.8 14.0 20.7 29.3 56.7 62.5 39.0 

内 航 船 計
隻数 87.2 74.9 82.1 85.3 86.1 87.6 84.2 

トン数 64.6 45.4 52.5 51.0 50.5 51.8 51.8 

（単位： ％） 

注） 1994年に対する1995年の実績値

表ーV.7. 6 取扱貨物量対前年同月比較

418悶I225ば1331ぱIi門1551ば1564]| 1 ;.68月
（単位： ％） 

公
ぃ租 数

内コンテナ貨物 I 43. 6 I 3. 6 I 8. 2 I 15. 3 I 46. 5 I 54. 5 I 28. 6 
注） 1994年に対する1995年の実績値
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【臨港交通施設の復旧事例（神戸大橋）】

施設名

被害箇所

延長等

査定決定額

1)被災状況

神戸大橋

上部エ、基礎工

橋長 319m 
約30億円

7. 港湾 •海岸の復旧

神戸大橋は、主径間長217m、橋長319mの3径間ダプルデッキアーチ橋で、 主橋脚の

基礎は護岸兼用のニューマチックケーソン基礎である。今回の地震で上部工について

は中央支点可動側の沓の限界移動畳の逸脱、端支点ペンデル沓の変形、伸縮装置の破

損等の被害が生じ、基礎工ではケーソン基礎の海側への移動 ・傾斜が確認された。

2)復旧工法

a.工法選定理由

上部エの中央支点可動沓については、一般交通の確保、水道管やガス管等の添加物

への影響等を考慮して、ジャッキアップエ法にてロッカーローラー支承をスライ ド支

承へと取 り替えている。基礎工は前面（海側） に地震時の水平力を受け持つための高

圧噴射置換工法による地盤改良を行い、背面地盤に対しては周辺地盤の液状化対策と

して制限された桁下空間での施工性や経済性を考慮して砕石置換工法を採用してる。

b.工事の概要

神戸大橋は、ポー トアイラン ドと市街地を結ぶ唯一の陸上アクセス となっているた

め、交通を遮断するこ となく早急に復旧する必要があった。そこで、地震直後に応急

復1日工事を行い、 地震翌日には下路のみを車線制限し、 暫定的に交通を解放した。

また、本格復旧工事のため、桟橋構造の仮道路を 8月1日より併用しつつ、本格復

旧工事を実施している。その後、本格復旧工事においては昼夜兼行で工事を行い、平

成 8年7月4日に全面開通した。
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図—V . 7. 11 神戸大橋の復旧標準断面図
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【仮設桟橋埠頭の建設事例（六甲アイランド） 】

施設名

被害箇所

延長等

蛋定金額 （事業費）

事業主体

1)被災状況

神戸港仮設桟橋埠頭

神戸市六甲アイランド

1, 000m 
約180億円
運輸省 ・神戸市 ・（財）神戸港埠頭公社

7. 港湾•海岸の復 旧

神戸港の港湾施設は、大型岸壁を含む係留施設の大部分が被災し、背後に立地する

上屋、野積場、荷役機械等も使用不能となった。特にコンテナターミナルが大きな被

害を受け、全て使用不能な状態になった。

係留施設の被害状況では、神戸港の係留施設はケーソンタイプの重力式の構造が多

く、その被害状態はほぽ一様で、激しい地震動により構造物が滑動 ・前傾 ・沈下し、

それに伴い背後の地盤が陥没した状態となっている。

2)復旧工法

a.工法選定理由

本施設の目的により、緊急性を優先する工法を検討した結果、桟橋構造とした。仮

設桟橋の岸壁構造は、被災岸壁の前面に鋼管杭を打設し、その間に間詰石を投入する

ことにより、既設岸壁の安定を保っている。既設岸壁の上部には、プレキャスト化し

た上部工を設置して、工場製作のPCホロー桁を架設して連結している。こうしたプ

レキャスト化やPCホロー桁の採用により工期の短縮を図っている。

b.工事の概要

仮設桟橋埠頭の建設は、神戸港の巽災前の港湾機能が全て回復するには概ね2年の

期問を要することから、この間のコンテナ機能の空洞化を回避するとともに、国際コ

ンテナ貨物の取扱機能を早急に確保するため、水深13~14m、延長1,000mの仮設桟橋

埠頭を緊急に整備するものである。

これらの施設は、総理大臣の諮問機関である「阪神 ・淡路復典委員会」から提言さ

れたものであり、運輸省、神戸市、 （財）神戸港埠頭公社により整備された。

整備された施設は外貿コンテナ船用 2バースと海上フィーダー船用 2バースでコン

テナ専用クレーン 5基が設置されており、フィーダーバースとしての機能を備えたも

のとなっている。

写真—V. 7. 19 神戸港仮設桟橋埠頭の建設（六甲アイランド）
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図—V. 7. 13 仮設桟橋埠頭完成配置図
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8.鉄道施設の復旧

(1)被害の特徴

①高架橋の被害分析

8. 鉄道の復旧

鉄筋コンクリート高架橋には、ラーメン高架橋、あるいはラーメン橋台の柱部の破

壊により、上スラブの落下や桁の落橋に至る被害が多く発生した。現地調査の結果、

倒壊した多くの高架橋にせん断破壊が生じる被害が観察された。曲げによる破損・損

傷は、比較的背が高く変形性能を有している 1層高架橋の柱に多く見られた。

また、今回の地震で被災したコンクリート高架橋は、その多くが1968-1976年に完

成したものであった。 1983年制定の「国鉄建造物設計標準」を適用して設計された比

較的新しい高架橋は、阪急今津線今津駅付近、同宝塚線宝塚駅付近、阪神電鉄本線武

庫川駅～尼崎駅間などにあったが、被害は軽微な損傷が一部に見られる程度であった。

一方、 JR西日本東海道本線三宮駅付近の大正～昭和初期 (1926,....,1938年）に建設さ

れた高架橋では、破損・損傷が見られたものの破壊に至ったものはなかった。

鉄道施設耐震構造検討委員会では、被災した主な高架橋について耐力や固有周期の

推計など被害の分析を行った。ここでは、山陽新幹線阪水高架橋の事例を紹介する。

倒壊した阪水高架橋は、 2層3径間（杭基礎）で、高さ10.9"'-'11.6mであり、 4プ

ロックの高架橋が連続して倒壊した。

ここでは、線形解析により、水平震度を逐次増加させて断面力を求め、部材が曲げ

降伏耐力、曲げ耐力及びせん断耐力に達する時の各水平震度を求めた。解析モデルは

平面骨組みモデルとし、橋軸方向及び橋軸直角方向にそれぞれモデル化した。なお、

材料強度は規格値とした。その結果、阪水高架橋の主たる損傷方向である橋軸方向の

柱の曲げ降伏、曲げ耐力及びせん断耐力に達する震度は、それぞれ0.42,0.53,0.40と

なった。これは、曲げ耐力に達する震度よりせん断耐力に達する震度が小さく、せん

断破壊が曲げ破壊に先行することを示している。

また、阪水高架橋の水平動の固有周期を、 1自由度の振動モデルに置換して求める

と0.76秒となった。これに対し、今回の地震は、この付近の固有周期の範囲において

極めて大きな成分を有しており、共振に近い振動をしたものと推測できる。

以上の結果から、被災した主な高架橋において同様の解析を行ったが、その結果、

落橋した高架橋はせん断破壊が曲げ破壊に先行する破壊形態であったこと、また、各

高架橋の固有周期が今回の地震動の主要な周期帯の範囲にあり、共振に近い振動をし

たことなどが推測され、これら分析結果等から判断すると被災した高架橋は建設当時

の設計震度に対して必要な耐力を有していたものの、それを上回る地震力が作用し、

せん断破壊したものと考えられる。

②橋脚の被害分析

山陽新幹線武庫川橋梁では、 11径間の単純桁橋梁で、下部工は小判型橋脚（ケーソ

ン基礎）である。被害は、橋脚の軸方向鉄筋段落し部において、かぶりコンクリート

が剥落した。
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前述「①高架橋の被害分析」と同様な手法を用いて計算すると、大きな被害を受け

た橋脚の主たる損傷方向である橋軸方向について、曲げ降伏耐力に達する震度を求め

ると鉄筋の段落し位置が低かった。橋脚の鉄筋段落し位置における曲げ降伏、曲げ耐

力及びせん断酎力に達する震度はそれぞれ、 0.20、0.29、0.28となり、曲げ耐力とせ

ん断耐力に至る震度が同程度であった。このことから、今回の地震により橋脚の軸方

向鉄筋の段落し部で鉄筋が降伏して、その繰り返しによりかぷりコンクリートを押し

出し、破損に至ったものと考えられる。

また、橋脚の固有周期は0.92秒となり、今回の地震により、本橋梁は共振に近い振

動をしたものと推測できる。

③ 開削トンネルの被害分析

被害を受けた神戸高速鉄道大開駅は、 1962年に開削工法で建設されたポックスラー

メン構造で中央部に鉄筋コンクリート製の支柱（中柱）を有している。この構造は、

土被りが厚く中柱に作用する軸力が大きいことが特徴となっている。しかし、建設当

時の設計基準では耐震設計について明確に規定されてなく、側壁は主として両側から

の土圧に対して、中柱は上載荷重に対して設計された。

今回の地震によって、大開駅は中柱が圧潰して崩壊したが、この柱の破壊は地震時

の表層地盤の振動によって上床版と下床版との間に相対変位が生じ、柱の変形がこれ

に追随できずに破壊したものである。中柱に水平力を加えると約2cmの相対変位で降

伏する。また、中柱及び側壁の耐力を計算で求めると下表の通りとなるが、中柱のせ

ん断耐力は、曲げ破壊時のせん断耐力と同程度の値となっており、中柱は曲げまたは

せん断により破壊したものと推定される。

表—V.8. 1 主要部材の耐力

部材 位闘 せん断耐力 曲げ破壊時のせん断力

中柱
上端 14.4 tf／本 14. 2 tf／本

下端 14.4 tf／本 14.2 tf／本

側壁
上端 45.0 tf／本 26.9 tf／本

下端 44.0 tf／本 26. 9 tf／本

写真ーV.8. 1 大開駅の被災状況 写真—V.8. 2 大開駅の復旧状況
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④被災構造物の材料の性質

土木工事は屋外で行われることから、コンクリートや鉄筋の品質にはある程度のば

らつきがあるが、そのばらつきを考えて設計の安全率を定めている。今回の被災構造

物に関して施工上の問題により、この安全率が低下したかどうかを確かめるために、

コンクリート及び鉄筋の抜き取り調査を行った。

その結果は以下のとおりである。

・コンクリートの圧縮強度は試料によりばらつきはあるが、いずれも設計基準強度

を満たしていた。

・鉄筋の引張試験結果は、降伏強度・引張強度・伸びとも規格値を下回るものはな

かった。また、ガス圧接部での試験結果では、一部引張強度を下回っていたもの

や圧接部で破断したものがあったが、降伏強度の規格値は上回っていた。

・コンクリートのアルカリ骨材反応、中性化及び海砂の使用は一部構造物で認めら

れたが、強度的には所要の強度を満たしていた。

•その他、コンクリートの打ち継ぎ目のレイタンス処理が不十分と思われるもの、

帯鉄筋の間隔が不均ーなもの、木片、発砲スチロールの残存等が一部で認められ

た。しかし、このような事象が認められない箇所でも被害を受けていることから、

これらが被害の主因であるとは考えられない。

以上の結果より、今回調査した範囲においてもかなりばらつきがあったが、ほぼ所

定の品質が保たれていたものと判断できる。

(2)復旧仕様・エ法

①鉄道施設耐震構造検討委員会

阪神・淡路大震災は、死者6,300人を超すなど自然災害としては関東大震災以来最

大の惨事となり、鉄道にも甚大な被害をもたらした。特に高架橋の崩壊や開削トンネ

ル駅部の陥没など、安全を使命とする鉄道の根幹を揺るがす重大な事態も発生した。

運輸省では、このような事態を重大に受けとめ、被災した翌日には、学識経験者や鉄

道事業者等で構成する「鉄道施設耐震構造検討委員会」 （委員長：松本嘉司東京理科

大学教授） （以下、略して「検討委員会」という）を設置し、被災原因の調査分析、

被災鉄道施設の復旧の考え方、既存施設への対応方針、今後の耐震構造のあり方等を

検討することとした。

なお、検討に用いるデータの収集、解析等は（財）鉄道総合技術研究所に委託した。

（委員会の検討内容）

・構造物の被害分析

・補強による復旧方策の検討

・復旧構造物の耐震性の評価

・再構築する場合の復旧対策の検討

・運転再開のための調査・試験
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②復旧方法の概要

1)高架橋（ラーメン橋）の復旧

補強による復旧

損壊した高架橋の柱を補強して復旧する場合の具体的な復旧方法は、

より以下の方法とした。

・柱の損壊部を新設する場合は、

覆する。

・破損しているが、破壊に至っていない柱を修復する場合は、

その外側を鋼板で被覆する。

・被災によるクラックを修復する場合は、

修復したうえで、その外側を鋼板で被覆する。

なお、在来線において、軽微なクラックについては、エポキシ樹脂等で補修した。

柱の補強に用いる鋼板の厚さは 6mmを基本とし、部材と鋼板との隙間は無収縮モル

タルで充填した。

また、高架橋の柱の鋼板被覆による補強については、

かった柱を含めて、高架橋のブロック単位で行った。

このほか、高架橋のスラブや桁については、安全性を確認した上で可能なものにつ

いては再使用した。

a. 

10cm間隔に帯鉄筋を配置し、

被害の程度に

その外側を鋼板で被

破損部分を修復し、

クラック部にエポキシ樹脂等を注入して、

同じブロックの中で被災しな

1被災程度 破 壊 破 損 損 傷

被
災
の
イ
メ
ー
ジ

部材の破壊部を新設する場合

（被災前） （復旧）

復
旧
の
考
え
方

破損しているが，破壊に至っていな

い部材を修復する場合

mm  

被災によるクラックを修復する場

合

mm  

主
な
適
用
線
区

JRl!ill本山陽新幹線（新大椒駅～姫路駅間）

JR洒日本東詢道線（住古駅～瀾駅間）

阪神電鉄本線（西灘駅～御影駅間）

JR函ll本山阻新幹線（祈大阪駅～姫路駅間）

JR洒ll本東海道線（住吉駅～灘駅問）

JR J!i海東紺道新幹線（，l-都駅～禰i大阪駅間）
阪神屯鉄本線（西瀑駅～御影駅問）

阪急神戸線（三宮駅付近）

神戸市交西神延伸線

JR内1J本山腸新幹線（新大阪駅～姫路駅間）
JR丙U本東海道線（住吉駅～灘駅間）
JR束海東海道新幹線（）R都駅～新大阪駅間）
阪神祖鉄本線（丙灘駅～御影駅間）

阪急神戸線（三宮駅付近）

神戸市交西神延伸観
＊在来線においては．軽微なクラックはエポキシ

樹脂等注入で補修のみ

図ーV.8. 1 高架橋の復旧方法
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b.再構築による復旧

被災した高架橋のうち、阪急神戸線西宮北口～夙川駅間の西宮高架橋の被害は甚大

であったため、基礎部も含めて鉄骨鉄筋コンクリート (SRC)構造で復旧した。こ

のエ法は、高架橋のく体の鉄骨を組み上げた後、軌道や電気設備等の工事をく体のコ

ンクリート工事と並行して行えるため、急速施工ができる工法であった。

当初計画の段階では、まだ「阪神・淡路大震災に伴う鉄道復旧構造物の設計に関す

る特別仕様（以下、 「特別仕様」という）」が示されていなかったことから、さらに

柱・杭部材に鋼板巻き補強を行うこととしていたが、 「特別仕様」が示された段階で、

再度「特別仕様」に基づき耐震性能を照査した結果、今回の地震の最大地震動に耐え

る構造物であることが確認されたので、当初計画の鋼板巻き補強を省略することとし

た。

被災程度 破

被
災
の
イ
メ
ー
ジ

復
旧
の
考
え
方

正方形クロス十字鉄骨

750 X 750 

D13 etc 100m 正
帯鉄筋増加

主1阪急神戸線（内宮北U駅～夙'"駅間）

孟

且

図— V.8. 2 再構築による復旧方法

2)桁式橋りょうの復旧

損壊した桁式橋りょうの橋脚や橋台の復旧方法については高架橋の柱と同様に、破

壊部を新設、もしくは破損、損傷部を補修したうえで鋼板を被覆した。

なお、ラーメン橋台の破壊部を新設する場合は、 10c皿間隔に帯鉄筋を配置して鋼板

で柱部を強化するか、鉄筋コンクリート製の壁構造とした。

山陽新幹線武庫川橋梁の橋脚については、破損した橋脚を修復し、鉄筋コンクリー

トで外巻き補強 (30cm厚）したうえで厚さ 9mmの鋼板で被覆した。

神戸高速東西線三宮付近の橋梁で破損した鋼管柱については、破損した鋼管柱を取

り替え、さらに内部に鉄筋を挿入し、コンクリートで充填した。
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被災程度 破 壊 破 損 損 傷

被
災
の
イ
メ
ー
ジ

復
旧
の
考
え
方

チツピ

卸

16mm

D
l
j
O
 

補る

13
伽

ょ

D
I

こ

＇

~
 等板

ノ

鋼

壁

／

（

震

C

ンコ筋

耐

,
1
鉄

卸

う

|

|

補る
は
ょ

造
に

構

壁

の
震

壁
ぼ

震

耐

岡駅路姫駅臥人新舷幹新陽ul 
本日酉R

 
J
 
主
な
適
用
線
区

JR西IJ,jcU1協新幹線（武即ii偽梁）

I
―

―

[

[

 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

卜

JR西H本山賜新幹線（武即11拍梁）

図ーV.8. 3 橋脚・橋台の復旧方法

3)開削トンネルの復旧

補強による復旧

損壊した開削トンネルの柱部材を強化して復旧する場合は、高架橋の柱の復旧と同

様に、被害の程度に応じて、破壊部を新設、もしくは破損、損傷部を補修したうえで、

鋼板で被覆（鋼板の厚さは 6mm以上）した。なお、軽微なクラックについては、エポ

キシ樹脂等で補修した。

a. 

被災程度 破 壊 破 損 損 傷

被
災
の
イ
メ
ー
ジ

部材の破壊部を新設する場合

（被災前） （復旧）

復1.．
旧 '

>

破損しているが，破壊に至っていない部材を修復する場合

亨こ鱈
： がり3599 舅板衿胃 9土6mm

＇町

被災によるクラックを修

復する場合

ロご
ご

）
 
間駅宮三駅田長ぼ線f

 

交市.' r
 

神主
な
適
用
線
区

神戸市交 Ill手線（新長田駅～三臼駅問）

山陽℃鉄本線（酉代駅）
神戸高速東酉線（西代駅～三宮駅間）

神戸市交

山手線（新長田駅～三宮駅間）

酉神練（新長田駅）

山陽電鉄本線（洒代駅～板宿駅間）

戸高速東酉線

ぽ代駅～三宮駅間）

＊軽微なクラックはエポキシ樹詣等

注入で補修のみ

図ーV.8. 4 補強による開削トンネルの復旧（中柱）
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被害を受けたトンネルの応急処置として、損壊した柱部材の側方にH型鋼等の鋼材

で上床版を仮受けしていたが、本復旧の際にこの鋼材を撤去せずにそのまま補強材と

して残し、この補強材も含めて鋼板で被覆し、その中にモルタルを充填した。

また、神戸高速東西線の一部区間の側壁において、側壁下部がトンネルの内側へ変

位したり、クラックが生じるなどの被害を受けたが、これらの区間においては、上床

版及び側壁の内側にH型鋼(H-150)と鋼板（厚さ 9mm)を取り付け、その間にモルタル

を充填し補強するとともに、中柱を鋼板被覆により補強して復旧した。

被災程度 破 損

被
災
の
イ
メ
ー
ジ

磁 I I I I I I I I I I 

復
旧
の
考
え
方

下り 上り

A
 

即駅宮三駅t
 
f
 
西＇ 

線函東速謁戸神主
な
適
用
線
区

図ーV.8. 5 補強による開削トンネルの復旧方法（側壁）

b.再構築による復旧

神戸高速東西線の大開駅部は、中柱が破壊し中央部が線路に沿って圧壊し、道路が

陥没するなど甚大な被害を受けたため、復旧にあたっては、道路面より開削し、下床

版を除くトンネルく体を再構築して復旧した。開削トンネルを再構築する前に、破壊

した構造物を撤去しなければならないが、この撤去に時間を要するため、まず、一次

分割復旧計画として側壁の取壊し・撤去までの方法を承認し、 トンネルの設計は「特

別仕様」がまとまった段階で行った。

再構築するトンネルは、 「特別仕様」に基づき設計されており、今回の地震の最大

地震動に耐える構造であることを確認した。

なお、 トンネルの中柱については、角型鋼管（厚さ12mm)を建植し、

コンクリート柱を構築した。

その中に鉄筋
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V. 復旧工事編 8. 鉄道の復旧

4)その他構造物の復旧

トンネル覆エコンクリートに比較的大きなクラックが発生した神戸電鉄有馬線の東

山トンネルなどは、被災した覆工を取り壊して新設したが、この際、ロックボルトを

打設する等、当初の設計よりも支保および覆工を強化した。また、山陽新幹線六甲卜

ンネルにおいては、覆エコンクリートの剥離・剥落など損傷した部分を樹脂注入およ

び無収縮モルタル等で補修したうえで、ロックボルトを打設し、また炭素繊維シート

を貼り付けることにより覆エコンクリート修復した。

被災程度 破 壊
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図ーV.8. 6 再構築による開削トンネルの復旧方法
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JR西日本 111闊新幹線（六甲トンネル）

図ーV.8. 7 山岳トンネルの主な復旧方法
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V. 復旧工事編 8. 鉄道の復旧

(3)鉄道施設の復旧

第II章でも示しているように、被災地域の鉄道施設は、 JR西日本の山陽新幹線、

在来線の東海道本線、山陽本線、阪急電鉄（株）、阪神電鉄（株）、など13事業者、 29に

及ぶ路線が被災し、なかでも、神戸市及び阪神間における10事業者の25路線では運行

が不可能となる被害が発生した（表— V.8.2) 。

これら鉄道の復旧に際しては、鉄道施設の変更認可（運輸局）、建築確認（各自治体

建築主事）、道路の占用許可（道路管理者）、道路使用許可（警察）等の諸手続きが必要

であった。これらの手続きに通常の期間を要したのでは、復旧工事の遅れにつながる

ことが予想されたため、関西鉄道協会等の要望を受け、国、県等の所轄部署において

通常では考えられない迅速かつ弾力的な運用が行われた。

また、工事事務所用地確保のため都市公園の長期にわたる借用の許可、鉄道車両の

道路運搬に際しパトカーの先導、さらには、代替バスの運行に際してバス優先レーン

の設置、臨時バス停の確保等、警察や国、県、市の道路管理者の全面的な協力が行わ

れた。

これら、鉄道事業者、国、地方公共団体等挙げての協力体制のもと、被災鉄道の運

行再開は、震災の翌日から順次行われ、 4月 1日にはJR在来線、 4月8日には山陽

新幹線、 6月12日には阪急電鉄、 6月26日には阪神電鉄が全線運行再開する運ぴとな

り、全路線が運行再開されたのは震災後約 7箇月が経過した 8月23日（神戸新交通：

六甲アイランド線）と、当初の予定を大幅に上回るペースで復旧が進んだ。

表— V. 8. 2 鉄軌道各線の全線開通記録

会社名 路 線 名 運転再開日 備 考

西日本旅客鉄道
東山海知陽道新幹・線山陽本線

4月8日
4月1日

福山線 1月21日

阪急電鉄

神今戸津線＇ 本線 6月12日
2月5日

甲陽 3月1日

伊宝塚丹 線
3月11日 …•伊駅丹駅復の仮駅、 本年来半の
1月19日 の旧には 1

阪神電気鉄道
本武西線庫大川阪線線

6月26日
1月18日
1月26日

山陽電気鉄道
網本線干線

6月18日 …•新西線代～で再東須開磨間は地下
1月18日

神戸電鉄 有馬線・粟 6月22日
三田 生・公園都市線 1月19日

神戸高速鉄道 東南北西線線 8月13日 大開駅 HB.1/17再開
6月22日

北神急行電鉄 北神線 1月18日

神戸市交通局 山手・西神線 2月16日 三宮沢・新長田駅 3/／ 16再開

神戸新交通 ポートライナー 7月31日
上駅 3 31再開

六甲ライナー 8月23日 ・・・・全路線開通

日(本J貨R貨物鉄物道） 神戸港線 4月1日

注）表中に年次を記入していないものは全て平成7年。
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V. 復旧工事編 8. 鉄道の復旧
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図—V .8.8 鉄軌道の復旧記録（平成7年8月23日全線開通）

写真ーV.8. 3 搬出される車両
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V. 復旧工事編 9. ダムの復旧

9. ダムの復旧

(1)被害の特徴

①地域、地形、地質による特徴

ダム施設の被害については、震源断層の近傍に位置する阪神・淡路地域のいくつか

のダムで天端のクラック、法面の滑りや緩み、基礎排水量の増加などの被害や変状が

見られたが、ダムの構造の安全性を損なうような被害は生じなかった。

今回の地震において、ダムサイト岩盤（ダム堤体底部の通廊を含む）で観測された

最大加速度は一庫ダムの183galであり、一般の地盤で観測された最大加速度（神戸海

洋気象台（洪積層）の818gal)よりもかなり小さな値となっている。今回の地震でダ

ムの安全性に影響を及ぼすような被害が生じなかった理由の一つに、ダムが堅固な岩

盤の上に建設されているため、最大加速度が一般の地盤よりも小さかったことが上げ

られる。

②構造による被害の特徴

1)コンクリートダム

地震によるダムヘの影響としては、横継目の開き (2~3mm)、基礎排水量の増加、

揚圧力の増加、周辺地山の小崩落などが見られた。堤体基礎排水孔の排水量・揚圧力

は、地震後若干増加することが知られており、その後の監視により低減または安定傾

向を確認しており、安全上問題となる被害はなかった。なお、五本松ダムについては、

我が国の最も古いコンクリートダムであることを考慮して、排水量の低減と堤体補強

のため堤体及び基礎岩盤にグラウチングを実施している。

2)フィルダム

フィルダムの被害・変状としては、天端舗装のクラック、法面の滑りや緩み、堤体

の沈下、取水設備の損傷などが見られた。天端クラックは、大部分が横断（上下流）

方向クラックでコア保護層の内部で収束していた。アバット部の形状が急激に変化し

ている場合に発生しやすく、地山との取付部や洪水吐構造物との接触部の形状に配慮

する必要がある。また、法面の膨らみ出しや堤体の沈下は、剪断強さの低い粘性土を

用いたアースダムで見られるが、近代的に施工されたダムでは極めて少ない。

(2)耐震性の評価

ダムにおいては安全性を損なうような被害は生じなかったが、他の土木構造物が大

きな被害を受けたことを考慮して、建設省では「ダムの耐震性に関する評価検討委員

会」を設置して、ダムの耐震性の評価を行った。その結果、兵庫県南部地震において

ダムサイト岩盤では水平最大加速度220galが生じたと考えられるが、現行設計基準で

設計されたダムは、水平最大加速度250galの地震にも十分な耐震性を有していること

が確認されている。

なお、ダムの安全性について今後とも十分に配慮する必要があるとの観点から、検

討委員会では、地震の観測体制の強化・充実とダム耐震設計法の高度化について提言

を行っている。
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V. 復旧工事編

(3)各ダム施設の復旧

【天端舗装面のクラックに対する復旧事例（常磐ダム：近畿農政局） 】

路線名（河川名）

被害箇所

査定決定額

事業主体

1)被災状況

常磐ダム（野島／1|水系野島川）

堤体天端舗装面の亀裂

99,234千円
近畿農政局

9. ダムの復旧

天端舗装面に横クラック12条が発生したが、幅の大きなものは左右岸の取付部付近

に発生していた。

クラックの開削調査の結果、中央部のクラックは保護層内で収束しており、コアま

で達していなかった。左岸取付部のクラックは基礎岩盤の潜在亀裂が開口したことに

よるもので、右岸取付部のクラックはコア材と基礎岩盤面が剥離した状態で発生して

いた。また、左右岸アバット部のボーリング調査の結果、基礎岩盤浅部に透水性の高

い部分が認められた。

2)復旧工法

基礎岩盤浅部の透水性の高い部分は、天端から補強グラウチングを施工する。施工

範囲は、建設時の地質資料等も考慮して両袖の軟岩部と左岸の断層破砕部をカバーす

る範囲とした。孔配置はコア敷の中心部に主カーテングラウ ト孔を 2列配置し、その

両側に補助カーテングラウト孔を 1列配置した。施工間隔は両孔とも1.5mピッチで

ある。

右岸取り付け部のコアは基礎岩盤面と剥離していたため、掘削除去した後、基礎岩

盤を整形して再盛立を行った。

写真—V. 9. 1 天端舗装面のクラック
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V. 復 1日工事編
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9. ダムの復旧
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写真—V. 9. 2 復旧工事中の状況
（堤体右岸取付部の掘削状況）

写真—V. 9. 3 復旧工事の完成
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V. 復18工事編 9. ダムの復旧

【堤体上流面の張石の沈下・緩みに対する復旧事例（昭和池：淡路町） 】

路線名（河川名）

被害箇所

延長等

査定決定額

事業主体

昭和池（鵜崎川水系：河川区域外）

堤体上流面の張石の沈下 ・緩みなど

90m 
65,147千円
淡路町

1)被災状況

堤体天端舗装面の中央に縦クラックが延長60mにわたり発生するとともに、横クラ

ックも発生した。また、堤体上流面の張石に沈下 ・ハラミ ・緩みが生じ、小段コンク

リートのクラックや取水設備の損傷が発生した。底樋管呑口部の損瘍により底樋管か

ら漏水した。

2)復旧工法

復旧は前刃金工法とするが、刃金材料 （コア用土）が近傍にないため、止水にはゴ

ムシートを採用した。堤体の上流法面をベンチカットしてランダム材で転圧した後、

ゴムシートを敷設して表面は張プロックにより復旧した。

底樋管呑口部は径50 0mmヒューム管及び土砂吐ゲートで復旧し、斜樋はため池栓径

100mmを5基設置した。なお、洪水吐のクラックはコンクリートで原型復旧した。

i. 
~
ご

、ヽ
ノ

写真—V.9. 4 上流面小段のクラック
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V. 復 18工事編 9. ダムの復1日
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図-v.9. 3 災害復旧断面図

図ーV.9. 3 災害復1日断面図

写真ーV.9. 5 復旧工事中の状況
（上流法面掘削）

ー 416-

写真—V. 9. 6 復旧工事の完成



V. 復1日工事編

［堤体及び基礎の排水量増加への対応事例（五本松ダム：神戸市） 】

路線名 （河川名）

被害梱所

査定決定額

事業主体

1)被災状況

五本松ダム （生田川水系 ：河川区域外）

堤体及び基礎の排水星の増加

390,551千円
神戸市

9.ダムの復旧

地震後、堤体排水及び基礎排水孔からの排水量が最大48Q／分まで増加した。その

後の排水量は安定しているが、我が国で最も古いコンクリートダムであることを考慮

して、堤体及ぴ基礎岩盤にグラウチングを実施することとした。

2)復旧工法

図ーV.9. 5にグラウト孔の横断配置図を示す。ダム軸方向の施工間隔は、堤体グラ

ウトは2mピッチ、カーテングラウトは lmピッチで堤｛本部全面に施工する。ポーリ

ングの施工数擢は437本で総延長10kmである。

写真ーV.9. 7 堤体下流面の状況（変状なし）
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V. 復 18工事編 9. ダムの復lB
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写真—V.9. 8 復旧工事中の状況（グラウチングの実施）
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V. 復旧工事編

【捨石張りの滑落に対する復旧事例（北山ダム：西宮市） 】

路線名（河川名）

被害箇所

延長等

査定決定額

事業主体

1)被災状況

北山ダム（夙川水系：河川区域外）

第 1ダム上流面の捨石張り
100m 
203,703千円
西宮市

9. ダムの復旧

第 1ダムの上流面の捨石張りがダム軸方向に延長10 Omにわたって滑落した。また、

取り付け道路の貯水池側法面の捨石張りもほぽ全長にわたって滑落した。

調査の結果、第 1ダム堤体内部には亀裂等の損傷は受けておらず、滑落は捨石張り

下部に生じた表層滑りで、その深さは1.5m程度であることが確認されている。

2)復旧工法

表層の滑落部と緩んでいる部分を掘削除去して再盛立てする。復旧部の法面勾配は、

1 : 2. 8の一定勾配に修正している。盛土材料は掘削上を再利用した。転圧機械はlOt

振動ローラーとし、試験盛土によりまき出し厚30cm、転圧回数6回としている。

堤体復旧延長は114mで、リップラップのみの復旧箇所を加えた全延長は192mで

ある。なお、復旧部のリップラップの厚さは50cmである。

写真ーV.9. 9 被害状況

F.W.L a 219.680 

水平ドレーン

（単位 ：m)

図—V.9. 6 標準断面図
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V. 復1B工事編 9. ダムの復18

0. P 230,n : 

図ーV.9. 7 堤体の復旧断面図

写真ーV.9. 10 復旧工事中の状況 写真—V. 9. 11 復旧工事の完成
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V. 復1日工事編 1 0. 街路の復旧

1 0.街路事業の復旧

(1)被害の特徴

街路事業を実施中の都市計画道路の被害は、擁壁の沈下・移動、舗装の亀裂及び橋

梁上下部エのクラック、支承の損傷等、比較的軽微であった。

また、西宮市域の阪神電鉄本線連続立体交差事業では、供用中の仮線 (1=3.lkm)

がほぼ全線にわたって被災した。エ種別にみた被害の概要は次のとおりである。

軌道：道床の沈下・流動、これに伴う線路の蛇行

電気：架線鉄柱の倒壊・傾斜、これに伴う架線の切断・ゆるみ

土木：仮駅ホームの沈下・移動、土留工の傾斜、橋梁下部エのクラック・支承の

損傷、保安柵の損傷、地下横断通路のクラック

阪急電鉄今津線限度額立体交差事業では、高架本体工事中に被災し、主に、ラーメ

ン高架橋のハンチ下と単柱高架橋の柱下端部に損傷を受けた。また、仮線についても

法面崩壊、線路蛇行等の被害を受けた。

(2)復旧方針

・事業中の都市計画道路の災害復旧については、都市災害復旧事業として都市災害

復旧事業事務取扱方針に基づき行った。

•一方、事業中の鉄道施設については復旧事業手法がなかったため、都市災害復旧

事業制度の拡充がなされ、被災した仮線施設等の事業採択が可能となった。なお、

鉄道事業法に基づく工事完了検査を終えた高架橋等の鉄道施設は都市災害復旧事

業の対象とはなっていない。

・阪神電鉄本線及び阪急電鉄今津線は、重要な公共交通機関として 1日もはやい復

旧が求められたため、早期復旧に全力をあげた。

(3)復旧仕様・工法

施工中の都市計画道路の復旧は、公共土木施設災害復旧事業の基準に基づき実施し

た。また、立体交差事業における仮線施設の復旧工事は、従来の技術基準等に基づい

た工事仕様により行った。

損傷した高架柱の復旧工事は、 「鉄道施設耐震構造委員会」での検討を踏まえた運

輸省通達（平成7年2月6日付、鉄技第9号）に基づいて行った。
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V. 復旧工事編 1 0. 街路の復IB

(4)街路事業の復旧事例

【重力式擁壁の沈下及び側方移動の復旧事例（都市計画道路中島東高洲線）】

路線名

被害箇所

延長等

査定決定額

事業主体

都市計画道路 中島東高洲線

尼崎市東高洲町

147.5m 
17,215千円
兵庫県

1)被災状況

本被災箇所は、運河の護岸沿いで地下水が高く、地盤沈下が生じやすい場所であり、

地震による側方流動、不等沈下が発生し、中島橋の側道部の重力式擁壁において、擁

壁全体が民地側に傾き、各ジョイント部において数cm,.._,10数cmの段差及ぴ開きが生じ

た。

2)復旧工法

a.工法選定理由

移動量が数cm~lO数cmとあまり大きくなかったため、

ち足しにより復旧を行った。

チッピングとコンクリート打

b．工事の概要

近傍に大きな振動が許されない炉を有する工場があるため、振動計を設置し、静的

破砕工法によりコンクリート取り壊しを行い、チッピングを行った。
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図ーV.10.1 災害復旧断面図 写真—V . 10. 1 復旧工事の完成
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V. 復18工事編 1 0. 街路の復旧

【橋脚クラック及び支承部損傷の復旧事例（都市計画道路塚口駅小中島線） 】

路線名都市計画道路塚口駅小中島線

被害箇所尼崎市上坂部～東塚口町

延長等 375.Om 
査定決定額 16,689千円
事業主体尼崎市

1)被災状況

・橋脚

・擁壁

：コンクリートの剥離及ぴひぴ割れの発生

:U型擁壁、重力式擁壁10~100mm沈下
重力式擁壁民地側へ20~150mm傾く

・PC桁支承： PC桁ゴム沓の移動及び変形12箇所

2)復旧工法

a.工法選定理由

橋脚のひび割れについては樹脂注入工法、また、剥離についてはRC巻立て工を選

定した。

擁壁については、安定性を検討のうえ、背面増打エ、高欄部嵩上げエ等必要最小限

のエ法を選定した。

PC桁支承部については、ゴム沓の移動以外被災が認められないので、ゴム沓の交

換のみを行った。

b.工事の概要

・橋脚

樹脂注入エ 8m 
RC巻立工 2箇所
・擁壁

高欄部嵩上げエ 168m 
高欄部再構築工 40m 
擁壁背面増打エ 7m 

・PC桁支承
ゴム沓の据え替え工 12箇所

写真ーV.10. 2 復旧工事の完成
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V.復旧エ寧編 1 0. 街路の復 旧

【橋梁桁端部のクラック及び支承部損傷の復旧事例（都市計画道路川西猪名川線）】

路線名都市計画道路川西猪名）I/線

被 害箇所 川西市萩原 1丁目
延長等 265.0m
査定決定額 11,869千円
事業主体川西市

1)被災状況

鋼製可動沓でサイドプロックの変位と固定六角ボルトがせん断破壊をおこし、周辺

のコンクリートにひぴ割れ ・剥離が生じた。

上部エ (pCラーメン箱桁）、下部工にひび割れが生じた。

2)復旧工法

a.工法選定理由

サイドプロックは超音波 ・浸透深傷検査により健全であることが確認されたため、

六角ボル トのみ交換した。周辺のコンクリ ー トのひぴ割れ ・剥離については、当該部

分のコンクリートを撤去し、欠損断面の補修を行った。

上部エ、下部エのコンクリートのひび割れについては、防水性の確保から幅0.2mm以

上の箇所にエポキシ系の樹脂を注入した。

b.工事の概要

支承附属サイドブロック固定六角ボルト

桁端補修工

ひぴ割れ補修

5箇所 (10本）交換

7箇所 (4対）

295m 

写真—V.10.3 復旧工事の完成
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V. 復 18工事編 1 0. 街路の復旧

【連続立体交差事業実施中区間の仮線等の復旧（阪神電鉄本線（西宮市） ）】

路線名阪神電鉄本線 （西宮市）

被害箇所 芦屋市打出町～西宮市今津曙町

延長等 3,057m
査定決定額 305,993千円 (6件）
事業主体兵庫県

1)被災状況

連続立体交差事業の仮線L=3,057mが被災した。

・軌道 線路の蛇行、沈下

・電気 鉄柱の倒壊(6基） ．傾斜

架線の切断・ねじれ・ゆるみ

• 土木 仮駅ホームの沈下・移動

土留工の傾斜

橋梁下部エのクラック、支承の損傷

保安柵の損傷、地下道のクラック

2)復旧工法

a.工法選定理由

・軌道 ：軌道狂いを修正するため砕石を補充し、突き固めを行った。

・電気 ：倒壊電柱は再使用可能であったため、あて板による補強を行った。

• 土木 ： ホーム沈下部は荷重軽減のため軽羹コンクリー ト で嵩上げした。

土留工は転倒防止のためタイケープルを施工した。

b.工事の概要

・軌道 ：軌道肛上、道床突き固め、軌道整備

・電気 ：鉄柱復旧、電線類張力調整、部品交換

• 土木 ： ホーム嵩上げ ・ 移動修正 ・ クラック補修 ・ タイル補修、 土留工補強、橋梁

下部エ補修 ・支承部補修、保安柵取り換え、地下道クラック補修

写真—V. 10. 4 復旧工事中の状況 写真ーV.10. 5 復旧工事の完成
（西宮市森具西踏切）
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V. 復旧工事編 1 0. 街路の復 旧

【限度額立体交差事業実施中区間の高架柱等の復旧（阪急電鉄今津線（西宮市））】

路線名阪急電鉄今津線（西宮市）

被害箇所 西宮市津門大箇町～津門呉羽町

延長等 600m
査定決定額 108,041千円 (9件）
事業主体西宮市

1)被災状況

高架本体工事施工中に被災し、主に直上施工の単柱高架橋の柱に損傷を受けた。

また、仮線仮駅施設にも法面崩壊、線路蛇行等の被害を受け、通行不能となった。

2)復旧工法

a.工法選定理由

「鉄道施設耐震構造検討委員会」での検討を踏まえた運輸省通達 （平成7年2月6

日付、鉄技第9号）に基づき、損傷した柱の鋼板巻立、 RC巻立、樹脂注入を行った。

b.工事の概要

・鋼板巻立補修工 10箇所

・RC巻立補修工 8箇所

・樹脂注入エ 270 m 

・断面修復工 16対

・モルタル補修工 16箇所

・法面復旧エ l式

・軌道整備工 425 m 

・電気関係補修工 l式

・仮駅補修工 l式

15,4i5 

1 」
..：/‘ 

仮設ホ

図ーV.10. 2 標準断面図 写真—V. 10. 6 復旧工事の完成

-426-



V. 復旧工事編

1 1.県立公園等の復旧

(1)明石城公園の復旧事例

【明石城石垣の復旧】

路線名

被害箇所

事業名

災害復旧面積

全体事業費

設計施工監理

事業主体

1)被害状況

県立明石公園

明石城石垣

都市災害復旧事業（建設省所管）

14箇所（災害査定8エ区） 2,666rri 
755百万円
（財）文化財建造物保存技術協会

兵庫県

1 1. 公園の復旧

明石公園に残る約20,000面の城石垣のうち二の丸北面で約380面が崩壊したのをはじ

め、東の丸、薬研堀北、稲荷廊南面で崩壊やはらみが発生するなど全体で14箇所、 2,

666面で緊急に修復すべき箇所が生じた。

2)復旧工法

a.概要

一般的に城石垣は史跡として文化庁の補助により修復を行っている。しかし、明石

公園の城石垣は他の公園施設との関係から史跡指定を受けていなかったため、建設省

所管都市災害復旧事業の採択を受け復旧工事を行うこととなった。指定史跡ではない

ものの、当石垣は県下有数との文化財関係者の評価が高く、また重要文化財の櫓とと

もに明石の顔として広く県民に親しまれていることから、復旧工法は文化財修理と同

等の伝統的城石積（空積）を採用し復旧工事を進めている。

b.復旧工事の進め方

城石垣積は伝統的技能を要する特殊工事であるため、実施設計並びに施工監理につ

いては文化財修復に豊富な実績を持つ（財）文化財建造物保存技術協会に委託し、さら

に同協会からの委嘱により 5名の学識経験者からなる「明石公園石垣災害復旧指導委

員会」を設け、エ法等について指導を受け復旧工事を進めている。
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V. 復旧工事編 1 1. 公園の復旧

•'’'ぷム：．』

写真一V.11.1 石垣の被災状況 写真ーV.11. 2 復旧工事の完了

写真ーV.11. 3 石垣の被災状況 写真一V.11. 4 復旧工事の完了

写真一V.11.5 石垣の被災状況 写真一V.11. 6 復旧工事の完了
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V. 復旧工事編 1 1.公園の復 1日

たつみ ひつじさ る

【明石城巽 ． 坤櫓の復旧】

路線名

被害箇所

事業名

事業期間

全体事業費

設計施工監理

事業主体

1)被害状況

県立明石公園

明石城巽 ．坤櫓（国指定重要文化財）

重要文化財（建造物）保存修理事業（文化庁所管）

平成7年度～平成10年度
10億円
（財）文化財建造物保存技術協会

兵庫県

たつみ ひつじさる

国指定の重要文化財である巽 ． 坤櫓は土台部分の石垣の不等沈下により柱等の

軸組がゆがみ、巽櫓は北に、坤櫓は南西に傾き、大壁の漆喰が剥離した。また、櫓に

附属する土塀のかなりの部分が崩壊した。土台部分の石垣については、大規模な変形

は免れたものの、かなりの数の角石や天端石が破損した。

2)復旧工法

a.概要

櫓等の城郭建造物の大修理については、 一般的に一旦本体を解体し、部材等取り替

えを行い再び組み建てる「解体工法」を用いる。

今回の修理に先立ち、両櫓を詳細に調査したところ、石垣は角石の損傷が激しく修

復の必要があるものの、櫓本体については被害が予想以上に少ないことが分かった。

このため、文化財として江戸時代の技法の残る現状での保全が重要であるとの意見か

ら、城郭では初めて「曳屋工法」を採用した。これは櫓を移動させたあと土台部の石

垣を修理、再び櫓を元に戻し、軸組みの修正や壁、土塀等の修復を行うものである。

b.櫓面積他

・巽櫓： 軒面稲 121.25rrf 延べ軒面積 235.12m2 
重 醤 240 t 曳屋延長 62.0m 

・坤櫓： 軒面積 168.65対 延べ軒面積 360.57nf 
重 量 340 t 曳屋延長 48.0m 

写真ーV.11. 7 曳屋前の坤櫓 写真一V.11. 8 曳屋工事中の坤櫓
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